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平成25年11月19日　火曜日（895）

告 示

栃 木 県 告 示 第 五 百 八 十 八 号

　 補 助 金 等 の 名 称 等 を 定 め る 告 示 （ 昭 和 四 十 七 年 栃 木 県 告 示 第 三 百 五 十 四 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 し 、 平

成 二 十 五 年 度 分 の 補 助 金 等 か ら 適 用 す る 。

　 　 平 成 二 十 五 年 十 一 月 十 九 日

栃 木 県 知 事 　 　 福 　 　 田 　 　 富 　 　 一 　 　

　 農 政 部 の 部 中 農 村 振 興 課 の 款 の 前 に 次 の よ う に 加 え る 。

農 政 課 教 育 フ ァ ー ム

推 進 事 業 費 補

助 金

農 林 漁 業 者 等

が 生 産 現 場 に

消 費 者 を 招

き 、 一 連 の 農

作 業 等 の 体 験

の 機 会 を 提 供

す る 取 組 （ 以

下 こ の 項 に お

い て 「 教 育

フ ァ ー ム 」 と

い う 。 ） を 支

援 し 、 も つ て

県 民 の 食 に 対

す る 理 解 及 び

関 心 の 増 進 を

図 る 。

市 町 村 、 農 業 協 同 組 合 、 消 費 生 活

協 同 組 合 又 は 知 事 が 適 当 と 認 め る

団 体 （ 以 下 こ の 項 に お い て 「 市 町

村 等 」 と い う 。 ） が 消 費 ・ 安 全 対

策 交 付 金 実 施 要 綱 （ 平 成 十 七 年 四

月 一 日 付 け 十 六 消 安 第 一 万 二 百 七

十 号 農 林 水 産 事 務 次 官 依 命 通 知 ）

に 基 づ き 行 う 教 育 フ ァ ー ム 推 進 事

業 に 要 す る 次 に 掲 げ る 経 費

一 　 教 育 フ ァ ー ム の 推 進 を 目 的 と

す る 会 議 の 開 催 に 要 す る 経 費

二 　 教 育 フ ァ ー ム に 係 る 指 導 者 養

成 講 座 の 開 催 に 要 す る 経 費

三 　 農 作 業 等 の 体 験 の 機 会 の 提 供

に 要 す る 経 費

当 該 経 費 の 二 分

の 一 以 内

市 町 村 等

（ 農 政 課）　
　───────────────────────────────────────────────

公 告
　　　○公共測量の実施
　測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第１項の規定により、那須町長から公
共測量を実施する旨通知があったので、同法第39条において準用する同法第14条第３項の規定により次のとお
り公示する。
　　平成25年11月19日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
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１　作業種類
　　公共測量（航空写真撮影）
２　作業地域
　　那須郡那須町
３　作業期間
　　平成25年11月１日から平成26年３月31日まで

（監理課）　
　───────────────────────────────────────────────
　　　○河川整備計画の変更の公表
　河川法（昭和39年法律第167号）第16条の２第１項の規定により、一級河川利根川水系渡良瀬川上流圏域の
河川整備計画を変更したので、同条第７項において準用する同条第６項の規定により公表する。
　なお、変更後の一級河川利根川水系渡良瀬川上流圏域の河川整備計画は、栃木県県土整備部河川課、栃木県
日光土木事務所及び栃木県安足土木事務所において縦覧に供する。
　　平成25年11月19日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
（河川課）　

　───────────────────────────────────────────────
　　　○開発行為の工事完了
　都市計画法（昭和43年法律第100号）第36条第２項の規定により、開発行為に関する工事の完了に係る検査
済証を交付したので、同条第３項の規定により公告する。
　　平成25年11月19日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

開 発 区 域
（工区に含まれる地域の名称）

開 発 許 可 を 受 け た 者

住 所 氏 名

河内郡上三川町大字上蒲生字地蔵堂1414番３ 真岡市長田一丁目12番地11 平 石 雅 人

河内郡上三川町大字上三川字井戸川2072番３ 河内郡上三川町大字上三川2071番地 青 木 達 也
青 木 清 子

河内郡上三川町大字西汗字北原1760番75 宇都宮市宮の内一丁目26番地８フォ
ンテーヌⅡ105

菊 地 　 実

河内郡上三川町大字石田字高畑776番２、798
番３

河内郡上三川町大字ゆうきが丘22番
地６

福 島 佐 京
福 島 秀 子

塩谷郡高根沢町大字宝積寺字南坂上1099番
１、1099番３

塩谷郡高根沢町大字宝積寺899番地 野 中 清 治

下野市川中子字原４番229 福島県双葉郡浪江町大字田尻字谷地
田41番地

半 谷 完 一

下野市薬師寺字北原2117番２ 埼玉県さいたま市岩槻区加倉四丁目
17番30号

小 　 川 　 ま り 子
小 川 三 郎

下野市下古山字北原3347番４、3347番５ 下都賀郡壬生町表町３番９号アン
シャンテI202号室

飯 島 久 佳
飯 島 康 弘

下都賀郡壬生町大字壬生乙字吾妻原3548番３ 下都賀郡壬生町大字壬生乙3548番地
３

株式会社友和環境第
二工場

下都賀郡壬生町大字国谷字横大道626番３ 下都賀郡壬生町大字国谷581番地 野 口 隼 一
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下都賀郡野木町大字南赤塚字行家西1207番
48、1199番15

下都賀郡野木町大字南赤塚1207番地
48

森 　 拓 治

下都賀郡野木町大字南赤塚字行家西1207番16 下都賀郡野木町大字南赤塚1207番地
48

森 　 　 　 亜 希 子

那須塩原市三島二丁目120番２ 矢板市本町12番６号 株 式 会 社 浜 屋 組

【第１工区】
矢板市中字溜151番19、151番41、151番42、
151番64、字馬渡戸157番５、字ドウハタ363
番３、363番８、368番２、370番１、370番11

宇都宮市横田新町３番47号 栃木トヨタ自動車株
式会社

（都市計画課）　
　───────────────────────────────────────────────


